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は じめに一本稿の 目的と得 られ た主な知見

生涯学習思想提唱の契機の一っが、現代社会の急激な変動にあ ったことは、P.ラ ングランな

どが語 っているところで(注1)、 またその変動 自体が学習内容の一っを形成 している。 このよ

うにさまざまな環境変化と生涯学習とのかかわ.りには密接なものがあり、両者の関係 にっいてた

えず注意を払う必要がある。ここでは両者間の関係が指摘できる新 しい経済的、技術的、社会的

動向を"レ レヴァンス(関 係要素)"と よび具体例を三例あげてみた。その 目的は、生涯学習の

存続と発展のためのあらたな論拠を探究す ることで、それによ りこの分野をカバーする"マ クロ

な生涯学習論"の 研究に資することにある。

この試みでは、 「経済的 レレヴ ァンス」と して 「社会的経済(エ コノミ ソシアル)」 を、

「技術的 レレヴァンス」として 「マルチ ・メディア」を、そ して 「社会的 レレヴァンス」 として

J.ロ ールズの 「社会的正義=公 正分配」論をとりあげてみた。この三っを選んだ理由は、生涯

学習に限らず、ある社会的動向を発展させ るものに、そのエネルギーとなる経済 と技術が、また

それを正当化するものに社会編成原理があると考え られるか らである。

今回得 られた主な知見を例示すると次の通 りである。

1地 域 のアソシエーシ ョンを中核に成長 している、非営利の 「社会的経済」活動は、"人 づ

くり"中 心の社会観、人間観とともに地域の生涯学習ニーズの増進、経済と人間の新 しい関

係の学習に役立っとともに、地域における生涯学習発展のためのあらたな経済的ポテンシァ

ル となりうる。

2「 マルチ ・メデ ィア」は、多機能的な学習手段を多く提供 して学習の能動化、主体化や学

習効率と学習過程の質的向上を促すほか、 「誰にも、どこでも、いっでも」 という生涯学習

の基本理念実現に資す る。一方生涯にわたって、人工化、擬似化された学習情報環境を利用

す ることの人間形成に対する影響研究が新 しい研究課題となる。

3公 正分配を正義とみ るロールズが前提 とする人間観(自 己実現が人間性の本質)は 、生涯

学習が前提とする人間観 としても採用できる。

また 自己を最弱者の立場におく彼の発想や、天賦の才能を偶然の所産と見てその最弱者に

対す る活用を説 く考え方は、生涯学習を支える生涯教育システム設計に重要 な示唆を与えて

いる。
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さらに、ロールズ思想の影響下で打ち出された 「放送問題総合研究会」の主張は、各自の

人生 目標追求のために、基本的な財、サー ビス、社会的便宜の公正提供を求めている。それ

ぞれの人生計画に沿 った自己実現を目指す生涯学習システムも、そうしたサービスの一環と

みなされ うるもので、 この主張は、生涯学習 システムの存続の正当化とサービスの公正提供

の論拠 ともなる。

生涯学習にかかわるマクロな"レ レヴァンス"は 、上記の三例にとどまるものではなく、地域

の教育的伝統 などの文化的 レレヴァンスや、 「国際的教育都市連合」の形成(注2)な どの国際

的 レレヴァンス等があり、その体系的分析はさらに大きな作業を必要 とする。この草稿は、その

最初の手がかりを得るための 「研究ノー ト」としてとりまとめ られたものである。

なお、以下 「生涯学習」とは、 「生涯を通 じての人間的、社会的、職業的向上を目指す活動」

(注3)の 意味で用いられている。

1"経 済的 レレヴァンス"一 「社会的経済」 と生涯学習

(1)「 社会的経済」について

経済活動には、国家 と地方 自治体による公共経済と利潤極大化を図る市場経済のほかに、生活

協同組合など市民や働 く者の手による非営利経済がある。最近 ヨー ロッパではEUを 中心に、こ

の第三の経済活動を 「資本主義経済と公共経済の中間にあり、…公共セクターと資本主義セクター

の経済を除外す ることで始めて示される」(注4)も のとし、これに新たに 「社会的経済

(Economiesociale)」 というタームを与えて、その実態や組織の活動理念、原則等を把握すると

ともに、社会部門における位置づけを明確化 しようとする動きが顕在化 してきた。またアメリカ

でもジョンズ ・ホプキンス大学を中心と した 「非営利セクター国際比較研究」がアジアを含む12

力国を対象に行われ、その規模 と成長度、主要分野の構成比な どが測定された(注5)。

次がその実態分析の例示である。

ア 欧州共同体(EU)の 産業概観('91～'92年)で は、生活協同組合の小売 り市場シェアは 「国

により異なるが1～22%」 、農業協同組合は 「飼料市場の18～65%、 ミルク市場の14～100%」

さらに協同組合銀行の 「現金市場シェアは2.3～28%、 相互保険のそれは平均6.45%」 であ

る。また、この他 にも 「住宅 ・余暇 ・福祉サービス提供な どの分野」で、これ ら協同組合や

非営利団体などが成長 しっっあると伝え られ る。

イ アメ リカでも 「'72年からの10年 間に全雇用の伸び率は22%だ ったが、非営利部門雇用は

その二倍近 くの42%の 伸び」を示 している。

ウ 日本は総務庁の事業所統計によると、'72年 か ら'91年 の約20年 間で個人セクターや国家セ

クター(政 府 ・公共企業 ・自治体)の 雇用構成比は低下(個 人が29%→19%、 国家は10%→8

%)し た。 しか し非営利部門は逆に増加(4.5%→6.7%)し た。

エ12力 国比較調査で完全な実証データが収集された7力 国(米 、英、仏、独、ハ ンガ リー、

伊、 日)で は非営利セクターは1,180万 人を有給雇用 している。 これは全雇用の1/20(米

が最大で全雇用の6.8%)、 サービスセクターの1/8に 相当(注6)。

「社会的経済」の定義やその内容は、国によって異なるところもあり、名称そのものもまだ不

安定だが、諸家の研究では、次のような特徴が指摘されている(注7)。
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① 社会的経済は全経済活動の中で、かなりの規模を有 し、成長 している。

② 主 な担い手は、各種の協同組合、共済、相互機関など、地域に密着 した活動を行うアソ

シエーシ ョン(協 同連帯組織)で ある。

③ 組織の自主的、民主的な運営が重視されている。

④ 事業のメルクマールは 「人間の社会的生活 を豊かにす る」ことで、社会的生活とは、

「人の生産 と再生産の過程」である。そして現在 「ものづ くり中心の国民生活構造か ら人

づ くり中心の国民生活構造への転換が求められている」との社会観をもっている。

⑤ またその人間観も市場経済活動が前提と している 「ホモ ・エコノミクス」を、複数ある

人間像の中の一つのものにすぎないと理解 している。

(2)「 社会的経済」 と生涯学習 との関連

上述の特徴のうち、生涯学習と関連が深いものは、②、④、⑤ などであろう。

ア 生涯学習論の中には、 「生涯学習の実践は地域社会か ら」 と説く研究がある。この研究で

は 「地域の教育力と住民の学習ニーズの充足 との相互関係を実証的に分析」するため、住民

の生活圏と関連づけられ、かっ行政上の教育区にこだわ らない 「教育圏」を把握 しようとし

た。 ここで生活圏とは 「人間の生活機能の展開を、生活行為 と変換が交錯 しあって作 りあげ

る一定の圏域」で、教育圏とは成人の 「住民の大部分の人が学習ニーズを充足できる地域範

囲」のことである(注8)。

「社会的経済」が現実に人々が生活 している地域 レベルで益h成 長するとした ら、それは

同時に生活圏と教育圏の両者をさらに発達させる経済的ポテンシァルの一つとして働 くもの

と思われる。

イ 「社会的経済」論が"人 づ くり"を 国民的生活構造の中心におこうとしていることは、と

りも直さず生涯学習に対する社会的要請と人々の学習ニーズを益 々高めることを示唆す るも

のであろう。

一方P .F.ド ラ ッカーは、教育、文化団体などの非営利セクターに共通する性格を 「人

間を変えるサー ビスを行う事業組織」としてとらえ、それをこの 「社会的経済」の構成要素

の一つ と位置づけているという(注9)。 彼は、 「ポス ト資本主義社会」の中では、 「コミュ

ニティと人間の 「変革」を目指す」"社 会サー ビス"が 先進国の成長セクターの一っ となる

と予測 している。その理由は、 「成人に対す る継続的な教育が、ますます必要となってくる

から。…ポス ト資本主義社会では生涯学習が欠かせ ない」からである(注10)。 こう した ド

ラ ッカーの見方は、 「社会的経済」が成熟を遂げる社会の中では、生涯学習の重要性が益h

高まることを意味 していよう。

ウK.ポ ランニーは、もともと地域共同体をベースとした 「社会的諸関係の中に埋め込まれ

ていた」人間の経済が資本主義化によって 「自己調整的市場」経済を形成することで、社会

から"離 床"し 、逆 に人間が経済システムに沈み込んでいったとのべ、これを特異な状態だ

と指摘 している(注11)。

地域をベースとした非営利の 「社会的経済」は、市場経済が前提とす る"ホ モ ・エコノミ

クス"の 人間観を、多様な価値観をもって行動す る人間の一側面をしめす にすぎないと見て

いる。 こうした人間像のもとで活動する 「社会的経済」の成長は、生活圏と関連する教育圏

の中で働 きっっ学習する人々に、経済と人間との新 しい関係 を学びとる、またとない教材を
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提供することになろう。

2"技 術 的 レレヴ ァ ンス"一 「マル チ ・メデ ィア」 と生涯 学 習

(1)「 マルチ ・メデ ィア」について

「マルチ ・メデ ィア」の定義は多様で、その内容は確定 していない(注12)。 ある研究ではマ

ルチ ・メデ ィアは、単なるモア ・チャンネル化をこえる一種の 「パラダイムシフ トの挑戦」を示

すもので、そこには次の五っの トレン ドが認め られると している(注13)。

① 音声、文字、映像 など情報表示様式(モ ー ド)の マルチ化

② オン ・デマン ド,双 方向、対話などのインタラクテ ィビティ

③ トピックなどテキス トのユニ ットを論理的に多元的に リンクす るハイパーテキス ト性

④ 各種の表示モー ドによる情報が必ずその上で生産、利用される、ディジタルプラットホー

ムへの傾斜

⑤ これ らを空間的に拡大するネ ットワーク化

以上のような指摘か らす ると 「マルチ ・メディア」 とは、'80年 代の"ニ ューメディア"が 、

メディアの多様化、放送 ・通信の融合化など送 り手側メディアの変容を告げていたのとは対照的

に、受け手側の革新的変容(情 報の生産、処理、流通、消費の主体者化)を 中心とするもので、

放送モデルを典型とす る"送 り手一受け手"図 式が妥当 した時代が、技術的には過去のものとな

りっっあることを示唆 していよう。

(2)「 マルチ ・メディア」 と生涯学習 との関連

ア 「マルチ ・メデ ィア」化が、生涯学習にこれ まで以上に多機能的な学習手段を提供する

ことは、すでに他の研究でも指摘されている(注14)。 最近ではアメリカの 「情報スーパー

ハイウェイ」計画の一つに生涯学習のための活用計画があ り、そこで電子メール、電子図

書館、電子ブック、ジャーナル、ニュースグループ、ディスカッションリス ト、データベー

ス、ソフ トウェアサービスなどの利用があげ られているという(注15)。 これ らは、イン

ターネ ットなどを通 じて世界的な規模で、"誰 にも、どこでも、いっでも"と いう生涯学

習の基本的理念実現に役立っものとみ られる。

イ 「マルチ ・メデ ィア」は、生涯学習の有力な手段となってきた放送分野にも大きな変化

をもた らそうとしている。ある研究では、これまで不特定多数に一方向的なサービスを行っ

てきた 「放送は、自由と多様性を個人 レベルで提供する手段を入手 した。…放送は最終的

に国家や社会だけでなく、個人に奉仕す る存在にまで展開 しなければならない」と指摘 し

ている(注16)。 そこでは番組制作形態 も"少 量多品種 ・発注型"に 変化するとされてい

る。

私見によれば放送は将来、光ファイバー ・ネ ッ トワークと従来の無線電波の多重利用等

の組み合わせにより、グローバルか らナシ ョナル、コミュニテ ィさらにパーソナル利用 ま

で、また法的に規制 された放送から新聞なみに無規制の"放 送"ま で多様に分岐するもの

とみ られ る(注17)。 この多種多様 に"分 岐する放送ネ ッ トワーク"を 利用 して、生涯学

習者は誰 もが知 っておきたい情報から個人向け情報 まで 自在に入手す ることができるもの

とみ られ る。
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ウ マルチ ・メデ ィア化による"受 け手の情報主体者化"へ の変容は、伝統的な放送や印刷

メデ ィア利用 などにおける、"強 制された"学 習の受動性をのりこえて、学習者に自由な

能動性、主体性をもたらしうるものと考え られ る。この能動性とは例えば、双方向性を用

いて学習者が望む情報を、望むモー ドで自由に取捨 し、加工す る。ネ ッ トワークによって

他の学習者と対話 したり、助言 しあうなどがあげられる。 これらの結果、教育工学でいう

「KR情 報」(注18)の 迅速化が図られ、学習効率の向上も期待できよう。

またディジタルプラ ットホーム上でのシュミレーシ ョンやハイパーテキス ト処理は、柔

軟な認知能力を育てるとともに発想力をより豊かに して学習過程の質的刷新を促す可能性

もあろう。

これ らの"電 子学習システム"が 生涯学習の場で定着すれば、人hは 新 しい知性と学習

スタイルを習得するかも しれない。 しかし同時に、生涯を通じての学習によってこれ ら人

工的、擬似的 な情報環境に接触す る機会が飛躍的に高まると、人間形成にどのようなイン

パ ク トが及ぶかという問題が新た な研究課題となろう。これに対 しては、例えば教育工学

や認知心理学の分野か らのアプローチなどが期待できよう(注19)。

3"社 会的 レレヴァンス"一 「社会的正義=公 正分配」論 と生涯学習

(1)「 社会的正義=公 正分配」論(J.ロ ールズ)に ついて

この草稿の 目的の範囲で、J.ロ ールズの 「正義論」のエ ッセンスを、諸家の研究の助けを借

りてごく簡単にまとめると次のようになろう(注20)。

① 彼の 「正義」 とは、社会的基本財(基 本的自由、所得、機会、富、自尊心の基礎)の 平

等分配を意味 し、社会的、経済的不平等は、万人公開の地位、役職に付随的なものか社会

の最弱者に最大 に有利である限 り許 されるというものである。

② その根拠は、天賦の才能を含め、人々が自分の生得的地位も知 らず、将来の獲得的地位

も予見 しえないような、 「無知のベール」にっっまれた社会の始原状態を想定 した場合、

そこでは誰もが自分がもっとも不利 な立場におかれ る危険を予想 して、全員一致で最も恵

まれ ない人hが 最も有利になるようにすることに合意するものと考え られ るか らである。

③ 彼の人間観は、人間とは自分の先天的、後天的能力の行使を喜び、各 自の 「合理的な人

生計画」に従 って自己実現を図るものであり、それが 「人間性の本質」であるとみるもの

である。

④ 天賦の才能も偶然の所産であ り、それは社会の 「共有財産」として最弱者のために活用

され なければならない。共有財産 とす る理由は、人間各自の幸福は、共同体での各人の協

力体制に依存 し、強者の活動も弱者の 「裏方的活動に支え られて成立する」(注21)か らで

ある。

(2)「 社会的正義=公 正分配」論と生涯学習 との関連

ア 人間が 自らの向上を目指す活動 と定義され る生涯学習は、そもそも人間がそうした性質

をもっとの人間観を前提に始めて成立する。 自己実現を図るのが人間性の本質とみるロー

ルズの人間観は、そのまま生涯学習の人間観 としても採用できる。っまり生涯学習とは、

人間性の本質である自己実現の過程であると換言できるのである。
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イ ロールズの、 自分自身を最弱者の立場に身をおいて正義を考えるという姿勢は、不平等

解消のため、教育の機会均等拡大を図る努力の一環としての、生涯教育計画に反映 される

べきものと思われ る。ロールズの正義観か らすれば、生涯教育計画に最弱者の立場がどこ

まで反映されているかが問われ ることとなる。

ウ 社会の共有財産 として、天賦の才能を最弱者のために活用せよとの主張も、生涯教育で

指導的立場に立っ人々の社会的責任を改めて強調するものであろう。 また、社会構成員間

の互恵的な協力関係 を重視する彼の社会観は、指導者教育のポイン トの一っを示唆するも

のと思われる。

工 放送問題総合研究会(代 表 芦部信喜)は 、ロールズ思想の影響下のもとで、人生 目標

追求に必要な 「基本的な財やサービス、社会的便宜が公正に提供され る仕組み」(注22)

の確立が必要との主張を打ち出し、基本的人権や職業 ・地位機会の保障をこの仕組みの一

つにあげている。

生涯学習もまた、各 自の人生 目標のもとに自己実現をめざしており、それは、基本的人

権の発揮や機会の不平等解消に役立っものである。その意味か らも、生涯学習システムも

上記の 「基本的な財、サー ビス、社会的便宜」の一っ とみなされうるものと考えられる。

同研究会の主張は、生涯学習システムの存続の正当化 とサービスの公正提供 の論拠を示唆

していよう。

オ なお、同研究会は、放送政策の最重要理念を"公 正の原理"と し、 「基本的人権や公正

な機会の平等を実質的に保障す る…基本的情報」が総合番組編成の放送によって平等に提

供されるべきだ としている(注23)。 この意見によれば、エの人権発揮や公正機会保障と

生涯学習との関連か らいっても、総合番組編成放送の生涯学習利用が勧奨 されるようにも

思われる。

結び 一今後の課題

以上、生涯学習の理念、 目的、意義あるいはその発展、学習過程、方法などに影響を与えうる

と思われる 「レレヴァンス」を例示 してみた。勿論 これ ら 「レレヴァンス」の展開 自体が学習内

容の一っになるわけである。 しか し問題は、本文中でも触れたが 「社会的経済」や 「マルチ ・メ

ディア」の意味がまだまだあいまいなことで、これは 「基本的情報」も同様である。 さらに 「生

涯学習」す ら 「fuzzy(あ いまいな)概 念としてとらえる必要がある」(注24)と されている。ま

た ロールズの論説にも批判がある(注25)。

本稿で指摘 した生涯学習との関連にっいても、それが今後 より顕在化 していくか どうかは、例

えば 「社会的経済」の成長や 「マルチ ・メディア」利用の低廉化、容易化の行方に大き く依存 し

ている。また 「基本的情報」伝達メデ ィアを総合番組編成放送とする主張や ロールズの 「社会的

正義=公 正分配」論が完全 な社会的合意を得て現実に影響力をもっか どうかもかかわ ってくる

(注26)。

こうした未確定要素もあるが、 「レレヴァンス」の研究は、これ らあいまいな内容をもっもの

同士の相互関連を見い出 してい くことで、それぞれの諸特徴 と内容を明確化す るという利点があ

るようにも思われる。

「社会的経済」と 「マルチ ・メディア」それに 「社会的正義=公 正分配」論の三者を関連づけ
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る媒介項も関心のあるところで、例えばハーバーマスの 「公共圏」概念(注27)が 、一つの手が

か りになりそうである。ハーバーマスは市民社会の制度的核心が、 「社会的経済」の重視するア

ソシエーシ ョンだとのべているとのことである(注28)。 また 「放送による公共圏へ」との主張

もみ られる(注29)。 ロールズは、 「市場の合理性を社会制度全体に貫徹させ」れば効率は高ま

るかもしれない。 しか し自分が 「何よりも守 りたい 「市民としての基本的自由」の平等は損なわ

れる」と見ているとする研究もある(注30)。 このことはハーバーマスの 「市民社会」論や 「社

会的経済」論の基調ともかかわ るところがあり、興味がもたれる(注31)。

前述 した通 り、急激な社会変動は生涯学習思想を生んだが、この思想を正当化 した り、推進す

るエネルギーとなるような変動要因との関連をさらに くわ しく研究する必要がある。この領域は

「マクロな生涯学習論」の一翼を形成するものであろう。上述の、中間媒介項としての 「公共圏」

との関連を含め、この分野の研究課題は手つかずのままになっているものが少なくないものと思

われ る。

(1996年3月3日)
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